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l被災から査定まで
神戸市長田区では繰震直後、住宅密集地のあちらこちらから立ち上った

紅蓮の炎が、あっという問にたくさんの民家をのみ込んでいった。事務

所がある兵庫県西神戸庁舎へも火の手が近つく。「事務所は無事か一」。不

安を抱きながら駆けつける臓員たち。1995年（平成7年） 1月17日。山

も、川も、街も、無残な姿に変わってしまった。

事務所のある長田区は、 火災により多くの民家が燒失した

（明らか？如）
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17日、本所には夕方までに18人が、有野事業所には

4人が駆けつけた。本所は散乱した部屋の片付けや職員

の安否確認に、有野事業所ではさらに被災現場の調査へ。

気付かないうちに時間が流れていく。

ダム課の尾崎幸忠課長は午後2時、慌ただしい事務所

を後に自転車で天王ダムヘと向かった。落石等はあるも

のの本体は異常なしと判断し、帰途に就いた。午後6時に

は、「新湊川の会下山トンネル吐口部で、崩土が川を閉塞し

ている」という連絡が神戸市から入る。現地の状況を確認

したうえで、直ちに応急仮工事を業者に依頼した。

翌 18日、不安な一夜を事務所で過こした職員たちは、

早朝から所長室に集合。「出て来ている職員で被災箇所を

回ろう」との所長の指示で、 2人 1組になって表六甲の主

翌河川、念傾斜の指定地と危険箇所の状況把握に出動し

た。

職貝の数も増えた19日、本格的な災害調査に向けて、

各課では班編成がなされた。翌20日からは事務系職員

が運転する車で、それぞれ現場へと入る。災害調査は概

ね、 3月いっばいまで続いた。

調査により危険と判断された箇所については、早急に

業者に応急仮工事を委託する。 1月 18日に土砂の取り

除き作業を開始した会下山トンネルでは、その直後、消

防署から「せき止めた水を消火用水として使いたいので、

そのままにしておいてほしい」と要詰が入り、ひとます中

新湊川では会下山トンネル吐口部を崩土が閉塞

断。日を図いて改めて着工することになった。また、観

音寺川や天神川などの河川では、川に倒れ込んだ家屋な

どの撤去作業を6業者に依頼した。

週明けの23日になると、 62人の職貴のうち53人が

出勤し、所内の体制もほぽ通常に戻ってきた。この日を

境に、宿直体制も整う。課長以上は事務系と技術系各 1

人すつ、担当職員は事務系1人と技術系2人。ローテー

ションを組みながら1日に5人が泊り込み、緊急の事態

に備えた。しかし、復旧作業が長期化するなか、少しで

も職貴の負担を軽くするため、技術系、事務系1人すつ

に減員される。さらに梅雨期も終わり、二次災害の心配

も一段落した7月26日には、全面的に解除となった。

2月20日ころまでは、災害調査の傍ら、査定設計書

の作成に追われた。そして3月6日、年度末決算期の忙

しさに拍車をかけるように災害査定がスタートする。建

設省所篭第2次査定を皮切りに、 7月4日から5日に行

われた第7次査定まで、 5度の査定で河川 11 7、砂防

3、急傾斜5の計 125カ所を申請した。査定を無事に終

え、緊急を要した箇所から順次、施工業者を決めて工事

を発注。さまざまな仕事が錯綜する慌ただしい日々が続

いた。

匹天上川の災害謂査
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施設別災害箇所

●建設省所管公共土木施設災害復旧事業第2次査定〔平成7年3月6日～3月10日〕

工事番号 河川名等 位置 決定覇（千円） 工事概要

甲第6号 有馬川 北区有馬町有馬 43,930 復18延長134.0m左岸L=17.0m 右岸L=117.0m 石積I653.0ni

甲第7号 六有馬甲川川上流 北区有馬町有馬 9,019 復旧延長23.0m右岸L=230m石積I161.0rri 

甲第8号 有滝馬IIIll上流 北区有馬町有馬 886 復18延長7.0m右岸L=7.0m石積エ（在来石利用） 160m 

甲第9号 有滝馬l||川上流 北区有馬町有馬 17,100 復18延長33.0m石岸L=33.0mブロック積エ116.0rrl コンクリート擁壁エ14.0rrl

甲第 10号 滝有馬）II川上流 北区有馬町有馬 24,920 復旧延長54.0m左岸L=54.0m右岸L=18.0m コンクリート根謎エ44.0rri コンクリート擁墾I361.0rri

甲第 11号 有野川 北区有野町唐櫃 11.888 復1日延長9.5m左岸L=9.5m石積I50.0ボ

甲第 12号 高橋）II 東灘区深江北町 1,757 復18延長62.5m左岸L=18.0m 石岸L=9.0mコンクリート擁壁工4.0rri石積I25.0rri

甲第13号 高橋川 東灘区本庄IIIJ 28,178 復旧延長1595m左岸L=159.5m 右岸L=68.0m擁壁I113.7m橋梁工60rrl 石積エ489.0rrl

甲第 14号 要玄寺Ill 東灘区本山中町 39.235 復18延長1838m左岸L=157.Sm 右岸L=lOl.Om擁壁エ101.0m 譴エ778.0rrl

甲第 15号 天上川 東灘区魚崎南町 37.709 復18延長1033m左岸L=88.6m右岸L=103.3m ブロック積I1700m コンクリート擁壁エ252.0rrl

甲第 16号 天上川 東灘区魚綺中町 13,298 復1B延長ll l.7m 左岸L=19.0m 石岸L=94.7m コンクリート擁壁I125.0ni 石積工63.0rrl

甲第 17号 天上川 東灘区甲南町 16,250 復旧延長129.6m左岸L=856mプロック積エ295.0m コンクリート擁壁I80m

甲第 18号 天上ll| 東灘区田中町 22,075 復旧延艮97.3m左岸L=97.3m右岸L=20.0mプロック積エ383.0ボ コンクリート擁壁エ150ni

甲第 19号 天上川 東灘区岡本 13,022 復旧延長149.Bm左岸L=36.0m右岸L=28.0m コンクリート擁壁エ74.0rrl 石積I121.0ni 

甲第20号 西天1Jll 棗灘区岡本 3,985 復旧延長65.0m左岸L=480m棟石積I67.0ni床版IlO.Orrl

甲第21号 西上Ill 東灘区岡本 5,049 復旧延長85.5m左岸L=46.5m練石積エ77,04床版エ21.0nl

甲第22号 西 II 東灘区岡本 18,281 復18延長302.3m左岸L=202.2m練石積エ114.0rri擁壁エ1090rrl

甲第23号 住吉川 東灘区魚崎南町 10,850 復18延長140.0m左岸L=132.0m 石岸L=125.0m 練石積I99.0rrl 天蘊コンクリート17,04

甲第24号 住吉川 東灘区魚崎南町 7,784 復18延長48.5m左岸L=12.8m 右岸L=36.0mコンクリート擁壁工7.0m 石積エ102.0rrl

甲第25号 住吉川 東灘区魚崎南町 31,328 復18延長264.0m左岸L=157.Bm 石岸L=81.3m練石積エ（裏コンなし） 286.0ni護岸充填5970m

甲第26号 住吉川 東灘区魚崎中町 14.415 復練石旧延摂長エ111.2mし左）岸2L8=15.5m練石右積岸工L=72.7m 
（覆コンな ．Orrl （裏コンあり） 20.0ボ

甲第27号 住吉川 東灘区魚崎北町 128,782 復練1石B積延I長377.5mし左）岸1,L=349.0m練石右積岸IL=304.0m 
瀑コンな 277.0rrl （裏コンあり） 1.420.0rrl

甲第28号 住吉川 束灘区西岡本 30,481 復18延長127.6m左岸L=79.7m右岸L=43.4m コンクリート擁壁I127.0ni 石積I346.0n!

甲第29号 住吉）II 束灘区西岡本 87,252 練復石旧積延長I4（8裏1コ.0ンmなし左）岸1L=294.5m石右積岸工L=286.7m 
,374.0ni 練 （襄コンあり） 216.0而

甲第30号 住吉川 束灘区西岡本 31.158 復18延長88.0m左岸L=58.0m右岸L=650m練石積I205.0rrl練石張Il08.0rrl

甲第31号 天神JII 東灘区御影石町 15,221 復18延長144.0m左岸L=30.0m石岸L=85.0mコンクリート擁壁工7.0m 石積I263.0rri

甲第32号 天神JII 東灘区御影石町 45.060 復練1石8積延長I4（0裏7コ.0ンmなし左）岸8L2=3266.0練m石積石工岸L=1840m .Orrl （裏コンあり） 112.0rrl

甲第33号 天神川 東灘区御影中町 11.850 復18廷長93.0m左岸L=730mコンクリート擁壁エ22.0nlガードレール設置工73.0m
＇ 

甲第34号 天神川 東灘区御影中町 42,140 復旧延長358.0m左岸L=254.0m右岸L=203.0m練石積エ764.0ボ 床版I92.0m

甲第35号 石屋川 東灘区御影塚町 18,000 復旧延長50.0m左岸L=37.0m右岸L=36.0m石摂I（在来石利用） 307.0mコンクリート擁壁Il3.0m

甲第36号 石屋JII 棗灘区御影塚町 4.404 復旧延長10.0m石岸L=10.0m コンクリート擁壁I34.0niCon根固ブロックエ7.0屋

甲第37号 石屋）II 東潤区御影塚町 2,768 復18延長12.0m 右岸L=12.0m 石積エ（在来石利用） 50.0n!

甲第37-01号石屋川 東灘区御影塚町 15,340 復18延長30.0m左岸L=28.0m右岸L=30.0m石積I（在来石利用） 255.orn

甲第38号 石屋lll 灘区徳井町 3.452 復18延長16.0m右岸L=16.0m コンクリーH覆壁工6.0irlブロック損I61Oirl 

甲第39号 石屋llI 灘区大和町 679 復18延長47m右岸L4.7mブロック積エ12.0n!ガードレール設置I5.0m

甲第40号 石屋ll| 灘区大和町 3.986 復18延長11.0m左岸L=lOOm石岸L=70mコンクリート擁壁Il.6rrl石積I65.0rrl

甲第41号 石屋川 漑区大和町 10,583 復lB延長54.0m左岸L=50mも岸L=37.6m石積エ182.0rrlコンクリート擁墾工8.0rrl

IIIIWI明らかになる被害 被災から査定まで



甲第42号 石屋川 灘区楠丘IBJ 15,794 復18延長66.3m左岸L=9.7m石岸L=53.3mコンクリート擁壁エ21.0rrl石積I249.0rri
← I 

甲第43号 新田川 束灘区御影町 35,956 復旧延長130.0m左岸L=77.0m右岸L=87.0m石摂I704.0rrl防護柵設置I37.0m
I 

甲第44号 新田川 束灘区御影町 2.402 復旧延長10.0m右岸L=lO.Omブロック積I5lOrrl --
甲第45号 高羽川 灘区永手町 10,275 復旧延長64.5m石岸L=530m石祖エ（在来石利用） 162.0rrlコンクリート擁壁工17.0rrl

河/11災害復18 41カ所 886,542 

甲第2101号 乙倉谷Ill 北区有馬lllJ有馬 23.400 復旧延長175.5m左岸L=140.0m 石岸L=l04.5m:::Jンクリート擁壁I284.0rri 張芝I222.0n!
I ← 

甲第2102号 六甲）II 北区有馬町有馬 15,358 復旧延長25.0m左岸L=15.5m 右岸L=9.5mコンクリート擁竪I1570rrl 石積I（在来石利用） a2om
I ← 
甲第2103号 平見JII 北区有野町唐櫃 1,017 復旧延長7.0m左岸L=7.0m石積I（在来石利用） 18.0nl張芝エ5.0nl

砂防災害復l日 3カ所 39,775 

甲第3051号 干鳥地区 兵匝区千鳥町 28,172 復旧延長31.0m現場敗付法枠F-300688.0ni --
甲第3052号 干日地区 兵窟区氷室町 17,009 復18延艮25.0m現場欧付法枠F-50066.0m 現湯欧付法枠F-400 12.0m 

甲第3053号 明(2泉)地寺区 長田区明泉寺町 17,146 復旧延長83.Bm拇止杭H250 16本 天端コンクリート56.3m

甲第3054号 この谷地区 須磨区ーノ谷町 15,117 復旧延長33.0m現場吹付法枠F-200 188.0ni PCアンカー6.0本
l 

甲第3055号 —晩認 須磨区ーノ谷町 15,542 復旧延長44.5m現場吹付法枠F-50059.0m 現場吹付法枠F-200188.0m 

急傾斜災書復18 5カ所 92,986 

合計 49カ所 1,019,303 

●建設省所管公共土木施設災害復旧事業第3次査定〔平成7年3月27日～3月28日）

工事番号 河川名等 位置 決 （把 ） 工事概要

甲第93号 高橋川 東灘区森南町 27150 復旧延長288.0m杞差I=2RR0m 右岸L=2880mポックスカルバート目地打110醤 目地充IU(B)lOOOm

甲第94号 西顕川 栗灘区住吉南町 56.814 復ボ18延長669.0mト頂阪左打岸換L=I6l．6叫9.0iim 右岸L=6690mボックスカルパート打換I64.0m
ックスカルパー

甲第95号 西顕川 東灘区住吉本町 43.333 復ポ1ッ8ク延ス艮カ1.ル0パ2ー5.0mエ左岸67L.=01.0250mカ石ル岸バLー=ト1頂,0版2打5.0m ト1了揆 m ポックス 換工4.0酋

甲第96号 高羽川 東灘区御影塚町 6,053 圏B延長333m左岸L=33.3m右岸L=11 Om銅矢根打込I42.0枚土留エ4.1t 

甲第97号 高羽川 東灘区御影塚町 13.974 復18延長67.6m左岸L=67.6m籠矢板打込I154.0枚 土留Il4.0t

甲第98号 都賀川 灘区大石南町 23,718 復18延長43Bm左岸L=43.Bm右岸L=33.7m繰石積エ2B30rrl

― 
甲第99号 都招川 消区大石南町 10,517 復18延長22.0m右岸L=22.0m石積I（在来石利用） 104.0niJンクリート擁壁I55.0ni 

甲第100号 都賀川 灘区大石束町 11,612 復18延長46,8m左岸L=46.8m石積I（在来石利用） 1a2.omコンクリート擁墾エ20,04

甲第101号 都賀川 灘区灘北通 13,348 復18延長530m右岸L=530m石積エ（在来石利用） 241.0ni

甲第 102号 都団川 灘区篠原南町 3,230 復18延長435m石岸L=43.5m石積エ（在来石利用） 44.0rrlコンクリート擁壁I40rrl

甲第103号 西郷川 滸区味泥町 17,995 復18延長43.0m左岸L=32.0m右岸L=41.0mプロック積I339.0rrl

甲第104号 西郷川 灘区都通 4,085 復旧延長10.0m左岸L=5.0m石岸L=10.0m ブロック積I720rrl
← 

甲第 105号 西郷川 灘区都通 31,236 復旧延長151.0m石岸L=l16.0m石積I（在来石利用） 518.0ni

甲第 106号 西郷川 消区灘北通 7,119 復旧延長46.Bm左岸L=120m 右岸L=46.8mブロック積エ20.omコンクリート擁壁I200m
--← 

甲第 107号 西郷川 灘区大内通 106,143 復旧延長170.0m左岸L=133.0m 石岸L=129.0m 石積I1,687.0rri 
I - l 

甲第 108号 西郷川 灘区福住通 5.091 復旧延長a.om左岸L=B.Om右岸L=7.0mプロック積I5l.OmJンクリート擁墾エ320nl

一甲第 109号 宇治川 中央区中山手通 12,141 復旧延長39.5m左岸＝39.5mプロック積エ174.0n!コンクリート擁壁工43.0n!
•— 

甲第 110号 宇治）II 中央区中山手通 40,818 復旧廷長55.0m左岸L=55.0m石岸L=370m石積I（在来石利用） 515.0nlコンクリート擁壁I121.0m 
r 

甲第 111号 苅藻｝II 長田区宮川町 3,533 復旧延長30.0m右岸L=30.0mブロック積I75.0rri

甲第 112号 妙法寺Ill 須磨区大池町 25,893 復1B延長69.0m左岸L=65.0m石岸L=130m 石積I（在来石利用） 437.0ボ ガードレール設置エ13.0m

甲第 113号 妙法寺Ill 須磨区権現町 39,161 復1B延長102.0m左岸L=745m石岸L=550m石積I （在来石利用） 673.0rriガードレール設置エ130.0m

甲第 114号 妙法寺Ill 須磨区大黒町 47,136 復18延長193.0m右岸L=193.0m護岸I8940而擁墾エ1930m

（次ベージに続く）

• 



甲第115号 妙法寺）II 須騒区飛松町 34,118 復1B延長97.6m左岸L=61Om 右岸L=80.0m石積I（在来石利用）538.0rrl

甲第116号 r琺寺）II 須磨区菊池町 10,129 復旧延長39.9m左岸L=39.9m石積エ （在来石利用）172.0mガードレール設置エ40.0m

甲第117号 天井川 須磨区中島町 1,697 復IB延長41.0m左岸L=41.0m組ブロック舗装51.0nlコンクリート擁墾I12.0nl 

甲第118号 ーノ谷川 須磨区須磨浦通 8.706 復18廷長47.0m左岸L=47.0mコンクリート擁墾エ102.0rrl

甲第119号 坦放屋水路谷Ill 垂水区塩屋町 2.135 復18延長33.0m目地補修94.0m

甲第120号 1 塩扱水谷路Ill 垂水区塩屋町 72,908 |復|8延長10.5m碑 L=10.5m 碑 L=l05mトンネル復旧105m

河川災害復旧 28カ所 I 679.793 

●建設省所管公共土木施設災害復旧事業第4次査定〔平成7年4月17日～4月21日）

工事番号 栖IJll名等 位置 冦覇（把） 工事概要

甲第 184号1天上川 1東灘区魚ー崎竺

甲第 185号天神川 東灘区御影本町

2竺復旧延長200,5m左岸L=184.5m碑 L=200.5mL型擁壁麟エ376.Sm臥護岸矢板工385.0m

35,170 復旧延長40.0m左岸L=40.0m右岸L=40.0m目地充填I3.0伺

＇舌旦:[三：□□昆戸三三〗：三三三）レ設置330m
• | 

1 | -↓- l 

甲第 191号観音寺Ill 灘区船寺通

戸←戸日通甲第193号観音寺Ill 灘区灘北通

-- 740 |復|8延長7,0m左岸L=7,0m石積I（在釆石利用） 1 1,0m 

口 ｛復旧延長84.0m左岸L=59.0m右岸L=51.0m重力式擁壁36.0m

24.342 復旧延長38.0m左岸L=38.0m右岸L=20.0mJンクリートブロック積み41.0ni基礎コンクリートIl8.0m

甲第 194号 観音寺）II 灘区大内通 4,566 

甲第 195号 ＂音寺）II 灘区中原通 24.553 

l 甲第 196号 狐川 中央区神若通 4,967 

甲第 197号 鯉｝II 中央区海岸通 15,931 
I 
甲第 198号 城ケ口Ill 中央区中山手通 23.426 

甲第 199号 宇治｝II 中央区弁天IIIJ 163.477 

甲第200号 新湊）II 長田区御蔵通 61.416 

甲第201号 新湊川 長田区北IBJ 16.258 

甲第202号 新湊川 長田区四番町 48,061 

＇ 

復18延長32.0m左岸L=3.0m石岸L=29.0m石積I48.0m基礎コンクリートエ32.0m

復18延長221.0m左岸L=123.0m 右岸L=98.0m練石讀エ213.0m河床張I22.0rrl
I 
復18延長341.2m左岸L=336.2m右岸L=327.2m目地充損I(B)89.0m 目地充慎I(C)80m 

復IB延長15.0m左岸L=15.0m 碑 L=15.0m 目地成I53.0mヘドロ除去98.0m -

復旧延長97.0m左岸L=97.0m右岸L=97.0mポックスカルバート打換I40.0m目地充填I(B)190m

復旧延長16.0m左岸L=16.0m 右岸L=l6.0m陪渠謎手都打揆I16.0m 

復18延長188.4m左津＝143.0m右岸L=174.6m 逆T式擁壁エ26.Bm重力式擁壁I2780m

復18延長75.2m左岸l=75.2m石岸L=68.9mコンクリート擁壁I182.0m 

復IB延長125.8m左岸L= 106.8m 石岸L=19.0m 逆T式擁壁I28.8m重力式擁壁197.0m
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三 32.492 |復|8延長97l.6m左岸L=965.5m石岸L=963.lm クラック充填I2,3150m擁壁復IBI6.lm

L— 708 1復lB延長57.0m左岸L=570m右岸L=57.0mクラック充填47.0m

甲第210号|口[□竺ロノ谷町
甲第 21 1 号 I ~月石川 西区玉津町新方

12,327 I復18延長58.0m左岸L=58.0m石岸L=44.0mコンクリート充填I119.0rrlクラック充填エ186.0m

甲第212号明石川 西区玉津町新方

甲第213号明石川 西区玉津町森友

甲第214号明石JII 西区玉津町森友

l 

15.243 I復18延長114.0m碑 L=114.0m ブロック張I392.0rrl基碇エ98.0m

ぃ，4891復IB延長79.0m左四＝790mプロック張I2730rrlコンクリート醒三6.0rrl
20,736 復IB延長122.5m石洋L=122.5m プロック張工438.0rrl基畏I122.0m 

| 

38,307 I復18延長183.3m左岸L=B3.2m右岸L=109.Sm プロック張I772.0niコンクリート擁壁I58.0ni

甲第215号I明石川 西区玉津町今津

一竺閂竺"l
甲第217号伊川

三 復IB延長2092m左岸L=2092mブロック張I672.0i輯エ168.0m

3,665 復IB延長25.5m右岸L=25.5m コンクリート法枠I182.0m コンクリート擁壁工5Oni西区玉津町出合

西区伊）II谷町潤和

甲第218号11手）II
l 

西区伊川谷町
―← | 

甲第219号 I櫨谷川 1西区玉津町今津

4.47口壁墾145.0m碍 L=145.0mコンクリート擁虹44.0rrl
1.593 復旧延長10.0m左岸L=10.0m 石積I（在来石利用） 27.0rrl

I 

4.790 I倒B麟 47.0m左岸L=28.Bm石岸l=18.2m 練石積エ73.0rrl星礎工23.0m
l l | 1 

河川災害復旧 32ヶ所

助成区間の4カ所については別表に示す。

979,243 

..  土量明らかになる被害 被災から査定まで



●建設省所管公共土木施設災害復旧事業第5次査定〔平成7年5月8日～5月9日〕

工事番号 河川名等 位置 決定顛（千円） 工事概要

甲第274号 高羽川 東灘区御影塚町 50.714 復18延長55.2m左岸L=55.2m鋼矢板護岸工55.2m

甲第275号 観音寺Ill 灘区灘浜町 11.741 復旧延長 11.5m 左岸L=11.5m 右岸L=4.0m コンクリート護岸工8.0m バラベット7.5m

甲第276号 西谷川 中央区協浜海岸通 113.663 復目1地日延打長換工2880m左箇岸所L=288.0m 右岸L=288.0m PCポックス据付工60.0m(A) 3.0 

甲第277号 西谷川 中央区協浜町 63,840 復1日延長 116.0m左岸L=116.0m 右岸L=ll6.0m ポックスカルパート据付エ1160m

甲第278号新湊川 長田区苅藻通 87,345 復1日延長97.0m 左岸L=97.0m L型擁壁工97.0m

河川災害復1日 5カ所 327,303 

●建設省所管公共土木施設災害復旧事業第7次査定〔平成7年7月4日～7月5日〕

工事番号 河川名等 位置 決定韻（干円） 工事概要

甲第279号 有野川 北区道場町日下部 11.266 復18延長39.0m 左岸L=39.0mブロック租エ218.0nl

甲第280号 八多JII 北区道場町日下器 10.560 復l日延長375m 左岸L=37.5m ブロック積エ210.om

甲第281号 要玄寺Ill 東区本山南町 9.070 復旧延長50.0m左岸L=50.0m ブロック租エ1500rri コンクリート擁壁エ140rri

甲第282号 石屋川 灘区弓木IBJ 23,823 復旧延長90.0m左岸L=3l.Om石岸L=40.0m 石積エ（在来石利用） 156.0m

甲第283号 鯉川 中央区中山手通 6,193 復18延長12.0m左岸L=12.0m 右岸L=ll.5m石積工51.0ボ基礎コンクリート24.0m

甲第284号 石井9l| 兵匪区千烏町 20,599 復旧延長23.0m右岸L=23.0m もたれ式擁壁エ23.0m

甲第285号 妙法寺）II 須磨区君宮町 8,845 復1日延長77.0m右岸L=77.0m 擁壁エ (1)12.0m 擁壁エ (2)38.0m 

河川災害復1日 7カ所 90,356 

計 121カ所 3,095,998千円

●助成区問 （第4次査定）

工事番号 河川名等 位置 渡額（朔） 工事概要

甲第186号 高羽川 灘和区町記田町～大 420,672 復旧延長439.5m 左岸L=428.7m 右岸L=439.5m石積エ374.0ボ 擁壁工 l.O式

甲第203号 新湊川 兵庫区～長田区 3,550,307 
復ト旧ン延ネ長ルl.592.9m 左岸L=l.440.4m 右岸L=l.592.9m 護岸工30330m
J I608.6m 

甲第204号 新湊川 兵庫区会下山町 1.832,866 復旧延長6856m 左岸L=685.6m右岸L=665.9m 護岸工1.3515m  

甲第207号 千森川 須～騒桜木区須町磨浦通 1,367,327 復支川1日延合長流エ8155.0.5rnm 左岸L=915.5rn石岸L=9155m 函渠エ910.5m

河川災害復1日 4カ所 7.171,172 

計 4カ所 7,171,172千円

総計 125カ所 10,267,170千円

配



l二次災害を防ぐために
早期復旧に全力を傾注する職員たちは工事完了までの問、二次災害の防止にも

心を砕くことになった。地震直後から問断なく続く余震に対処して、梅雨や台

風などの出水期に偏えて、事務所では万全のバトロール態勢で臨み、さらに国

や神戸市と連携して二次災害防止体制を強化した。結果的には大雨がなかった

ことも幸いして出水期を無事に乗り切ることができた。

六甲山系周辺は、激誤で置崩れや地すべりが多発した。

土砂による二次災害を防ぐため砂防、急傾斜地のパトロ

ールが始まったのは、地震直後の1月28日。「急傾斜の

危険箇所476箇所を1日1回パトロールし、結果を報

告するように」という 1月27日付け県士木部砂防課長

通達を受けてのことだった。当初は12業者に委託して

毎日、全箇所をバトロール。その後は梅雨時期前の第二

次、台風期前の第三次と調査を重ね、安全が確認された

箇所はリス トからはすしながら、霰終的に残った4カ所

については現在もパトロールを継続している。

災害関連緊急地すべり対策事業の西岡本、有馬の2地

区には、震災後早い時期に地盤の変状を観測する計器を

埋め込んだ。住民に注意を呼びかけ、いざというときに

は避難勧告を発令するために観測を続けている。

平成7年度からは国、県、市町などがより連携を強め

て災害に対処するため、警察や消防、気象などの機関、

部局の代表で構成する「兵庫県総合土砂災害対策推進連

絡会」を設置した。危険箇所の周知方法や習戒 ・避難検

討基準の確認、担当者の情報交換などの会議を重ねた。

加えて漿独自でも「六甲山二次災害醤戒対策本部」を設

け、関係機関の連朔を強化し、速やかな初動態勢を確保

した。

平成8年度に入ると、梅雨期の約1カ月間、県職員OB

有志が災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業（特例措置）

・ 明らかになる懐害 二次災害を防ぐために

に指定された箇所のうち、未発注 ・未貯工箇所を中心に

ボランティアで巡回。管内を4班・ l2人が交代しなが

ら、 1週間に1度のペースで被災箇所をパトロールした。

一方、河川については二級河川高橋川、要玄寺川、天

神川などで、河川護岸沿いに建築されている家屋、塀、

壁等が河川内に倒壊して河道を閉塞。降雨があれば、洪

水などの二次災害が発生する恐れが出てきた。これらの

災害を未然に防止するためには、降雨開始までに河道か

らこれらの家屋等を除去しておかなければならない。そ

こで閉塞状況について緊急調査を行い、平成7年 1月

20日午後4時に完了した。

翌21日ll時半、神戸海洋気象台の「21日から22

日にかけて兵崖県南部にまとまった凪の雨（総雨団20~

50ミリメートル）が降る」との気象情報（兵庫県南部の

天神ll1では倒壌家屋が河川を閉甚



配と．． 



●六甲山二次災害百戒対策本部（組織図）

—--- — 一知事 土木部長 砂防課長 土木部 砂防課班

農林水産部長 農地整備課長 農林水産部 農地整備課班

治山課班都市住宅部長 治山課長

都市住宅部 建築指迫課班

一阪神漿民局班関係土木事務所班（神戸、西宮、洲本）

関係土地改良事務所班（神戸、洲本）

関係農林事務所班（神戸、洲本）

六甲治山事務所班

出水時の新湊川
●兵庫県総合土砂災害対策推進連絡会（委員）

「県 士木部 土木部長（会長）

砂防課長
雨に関する情報第2号）により、直ちに倒壊家屋などの 道路補修課長

除去を開始し、 21日午後4時に完了した。
河川課長

生活文化部 消防防災課長

さらに出水期を迎えた6月から10月末までの間は、巡 腰林水産部 冶山課長

視業務を業者に委託。注意報発令とともに待機し、連続
都市住宅部 建築指導課長

誓察本部 災害対策課長

雨皇が30ミリメートルに達すれば出動することとした。 神戸土木事務所 所長

西宮土木事務所 所長
災害復旧助成事業に採択されている新湊川は、応急仮 洲本土木事務所 所長

工事や復旧工事により疎通能力がかなり低下。小規模の 六甲治山事務所 所長

洪水でも氾濫や護岸決壊などの危険性が出てきた。その 建設省 近畿地方建設局 河川計画課長

ため、上流の天王ダムでは平成7年7月25日、常用洪 六甲砂防工事事務所 所長

兵庫国道工事事務所 所長
水吐を絞つて放流mを減少させ、洪水調節を行う暫定操 阪神国道工事事務所 所長

作を開始。新湊川の事業完了日まで行うこととしている。
気象庁 海洋気象台 予報課長

神戸市 総務局 庶務課長

士木局防災部 部長

消防局消防部 部長

西宮市 土木局土木管理部 部長

消防局消防部 部長

芦屋市 建設部 部長

消防本部 署長

宝塚市 総務部 部長

下水道部 部長

消防本部 部長

北淡町 災害復興対策室 室長

■ 明らかになる被害 二次災害を防ぐために



河道内倒壊家屋の除去に当たっての考え方

河道内の倒壊家尾の除去については、以

下の観点により河川管理者において洪水等

による二次災害の防止を図る必要があるた

め、河川法第22条第 1項の規定により、洪

水時等における緊包措買として行った。

(1)「河川法第22条第1項」：洪水、高潮等に

よる危険が切迫した場合において、水災を

防御し、又はこれによる被害を軽減する措

猶をとるため緊急の必要があるときは、河

川管理者は、その現場において、必要な土

地を使用し、士石、竹木その他の資材を使

用し、もしくは収用し、車両その他の運搬

具若しくは器具を使用し、又はエ作物その

他の障害物を処分することができること。

(2)家尾等の除去については、「河川を

損傷した行為」として、その原因者であ

る所有者に対し、河川法第18条の規定に

よるI事施工命令を発して施工させるこ

とができるが、これらの者は被災者であ

るため居所が不明で、捜索する暇もなく、

また発見したとしても除去する能カ・資

力も欠如していることおよび被災の復lH

のため施工業者も輻較しているところか

ら、本条の義務を課することは滴当でな

いものと考えられること。

(3)災害対策甚本法第64条第 2項の規定に

より、『市町村長は、当該市町村の地域に

係る災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、応急措置を

実施するため緊急の必要があると認める

ときは、現場の災害を受けた工作物又は

物件で当該応急措誼の実施の支障となる

ものの除去その他必要な措置をとること

ができる』こととされているが、この地

震による被災においては、神戸市はライ

フラインの確保等に追われているところ

から、これにより処理することは適当で

ないものと考えられ、水防法第21条第 1

項にも同様の規定があるが、同様の理由

により適当でないものと考えられること。

(4)河川法第22条第 3項の規定により

『処分により損失を受けた者があるとき

は、その者に対して、通常生ずべき損失

を補償しなければならない』が、同条に

処分の方法について詳細な手続きの規定

が設けられていないため検討した結果、

類似の規定である災害対策基本法第 64条

の規定を準用することが望ましいと考

え、以下のような対応を行うこととした。

ただし、ごみと考えられるものについて

は、アおよびイの対応とした。

ア．「写真撮影」については、着工前、撤

去状況、有価物発見時の状況写真および

完了写真（現場および移動場所）とする。

イ．「位猶の記録」については、目標物か

ら2方向に距離を測り、見取図程度とし、

写真と対照できるようにすること。

ウ．「有価物の確認」については、発見時

の写真と河道内から取り出したものが確

認できるようにすること。

工．「職員の立ち会い」については、建築

物の場合に限り必ず行うこと。ただしエ

作物のみの場合および樹木等の場合に関

しては、この限りではないこと。

配と．． 



進行／奥田智道

一

事務所周辺はあちらこちらで火災が発生し、
あっという問に燃え広がった

地震から2年余り、職員たちは事務系、技術系の区別なく

ー丸となって復旧作業に取り組んできた。

事務所も直後に比ぺれば、落ち着きを取り戻している。

■座談会出席者
総務課長

管理第1課長

用地第1課主査

あの混乱期、職員たちはどのように行動し、

何に苦労していたのか。

そして、学んだことは。

座談会を通して振り返る。

藤本安一

山田 拓平

西村雅之

所長補佐兼工務第1課長 キ寸山 元

工務第1課課長補佐安藤真敏

工務第2課長 福原 大輔

防災第2課長 金崎 保
（前有野事業所課長）

く進行＞

副所長（技術） 奥田 智道



て

焼け野原になった長田区一帯（写真提供 ：神戸新聞社）

＇ 火が迫る事務所で職員の安否を確認する

奥田 辺災から 3度11の作を迎えました。忙

しさに辿われてあっとしヽうli11の 2年間だった

と忠いますが、まず設災‘'i11のことを似り返

ってみてどうですか。

安藤 あの11は1’I‘むからバイクで来たんです

が、途中、須府、'iあたりで 「こりゃひど lヽこ

とになってるぞ。 •J~務所がつぶれとるんじゃ

なl ヽか」とあわてました， •I況務所にかヽたの

は9時ごろ ヘルメットを被ったまま 21料に

|：がり、 ドアをこじあけて部屈に人ると、ロ

ッカーは倒れ、 ，い類が散在して足の踏み場も

なlヽ 状態でした。泣初のうちはどうしてtヽ lヽ

かわからず、でもとにかく業務ができるスペ

ースを確保するために平11を費やしました咋

それからちょっと余裕ができたので、 1ゆ務所

のなかを見て1IIIったという状態ですね

西村 私が1.t務所にrtlヽ たのは811年50分。ま

ず、 ·J~務所周辺の被，r状況を確認し、 「人丈

夫ですかく， 何かできることありますか」 と1iil

いて1111りました。 911が過ぎに却ってくると、

3階にはすでに職いが2人来てしヽたので、私

もドアを壊して人り、総務0)屯話が］台だけ

は使えるように通路を確保、それから職目の

安否確認にかかり、出て米れる人には米ても

らおうということで・Ji務所に近しヽ人から）lI(i晋

にダイヤルしました。

奥田 私の場合は、まず1』心に近い姫路 l-＿木

1i務所に直行し、その後、神戸に人りました。

板術からは火災を迎けて迂lIIIしながら歩き、

3 11!i‘I只ごろに1渭務所に到イ'‘tしました。

安藤 ＇ J ~務所から直線距離にして束Ji約200

mのところまで火 'l~が迫っており、虫煙は流

れてくるし、火の粉ぱ飛んでくるし ，「こっ

ちにきたら人変や、内類をどうしようか」 と

しヽう話になりましたけれども、結）、J、どれが

屯奨＇内類か L!lll浪には判断できなしヽ としヽ うこと

であきらめることにただ111:だけは、ガ‘ノリ

ンもあるし、あとから困るので令部、 'li.J,iIか

らよへ出したはずです，

金崎 イi野 'l~業所には私を含めて 4 人が出て

きていました ，＇｝類や食浴類が散乱したもの

の、屯氣と水迎ぱ通じ、ガスもフロパンなの

で大丈夫でしたから、哀災の1参状はテレピで

知 ったとしヽう状況です とりあえず）ヤ付けを

終えた後は、 41l‘'i区域の被，Ifぶ1杏にとりかか



． 

りました。本所への屯話は6、 71いIIIにやっ

とつながり、屯話IIに出た総務課の中山さん

が 「給料IIなので、とにかく給料を出さない

かんと気になって歩いてきた」と話していた

のが印尿的でした。 しかし、それから l力Jl 

くらいは、交通叩，りなどの関係で本所との行

き来もできなくなってしまいました。

山田 拓平 金崎 保

災害待憬室ではロッカーが倒れた

土木倉庫も書籍が散乱

＇ 交通渋滞に時問を取られ電気や水・食料の調達に奔走

奥田 19llに課長以 I'.．の幹部職いが9J渭務所に

そろい、河川 と砂切に分けて班編成。翌20H

から本格的な災宵閲介に人りました。

福原 とにかく現場まで行くのに時間がかか

りました。朝9時前に1サ務所をスタートして

も現場に祈くのは児前。それから 5時間ほど

糾究すればもう暗くなり、婦ってくるのが夜

の 8時か9時でしょう。それから図面の整理

などをして、帰途に就くのは11時ごろとしヽう

毎日でした。 もちろん上l1位も lllIldもない。そ

うしヽう状態が5月しヽっばtヽ まで続きましたけ

れども、緊張していたせいか体閲を崩す人も

あまり tヽ なかったようですね。

西村 叫 J]は1屯］月の節索化よりも何よりも、

人が足りなしヽと tヽ う状況だった。現場に行く

にしても件数は途方もなく多いし、 iドでは身

動きとれなtヽし。どうやって対処していけぱ

しW のヽか、 としヽう感じでした，

村山 とにかく委托できるものは職貝の手を

煩わせないように委托してtヽ く、という方針

で追めていくしかありませんでしたね。1切務

所でも小同りのきくパイクやL'7転・,ドを購人し

て対処しましたが、川崎屯工業掬がボランテ

ィアでライダーともどもバイクを提供してく

れましたよね。あれには本当に助かりました。

奥田 地震災という初めての経験で、各課と

も戸惑うことばかりだったのではないでしょ

うか。 まず一番にライフラインが通じていな

いと tヽ うことで、総務課としては大変だった

と思います。

藤本 本所は屯気はつかなし、、水もない、ガ

スが出な tヽ 、となしヽなしヽ尽くし。屯気につし、

てぱ直後はろうそくの明かりでしのぎ、その

後自家発屯で照明3基とテレピ］台分を確保

しました。水は自動LI(．通勤の職以の協力でポ

リ容洛に入れて持ってきてもらい、食)JJ.は女

性職具などの炊き出しや他の上木 •Jf務所など

からの栄し入れで確保しました。泊まりの人

たちの晩と翌朝の食，l心は、 加西市の弁当展を

探して注文しました。当初は最低限の生活を

確保するのさえ困難な状況でした。

山田 秤理の方で最初に問題になったのは、

中聞の処狸方法でした。顕佗な例が、伊川で

新幹線の稿梁が落ちたケースです。 JR側は
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、名
本棚や机が移動した3階事務所

新幹線の複IHを切虻先に考えており、設災直

後の18日か191-1にII'［接訪ねて来られました。

本来なら窓口である神Ii Ill t木励河川砂防課
に中間を出して、図而なども作ってもらうと

tヽ う河川法 Lの手続きが必要ですC でも、そ

うもばって tヽ られない状況だったので、福屈

課長と•祐に応対し、工法を確認したうえで

「じやあやってくださ＼ヽ」ということにした

んです3 市の」こ木部はちょうど、 III庁舎のつ

ぶれた階に人っており、，1・ぼ類なども取り出せ

ないため仕市にならず、その他のIl―,,1,りも収り

扱いにつしヽて何度も話し合いを屯ねながら、

そのつど処理してきました。

奥田 神戸市も被古が大きかっただけに、従

来のrl「と県との役1ilJ分担で作業を追めるのは

難しし9lhiもあったようですね。

福原本来、 i,III川は神戸 1“•本、近路は神I 渾

と分けていますが、今阿の被災箇所には河JII 

と珀路が原川したところもありました それ

に関しては双方で協議しながらやってきまし

たので、あまりトラプルはなかったですね。

ただ］力所、 T森川の場合は河川のヒを近路

が通っており、河川災でも逍路災でも叶1.:11'/で

きる場所なんです。互いに協））しないと作業

が進みません。神戸市には迎行止めなどの逍

路秤珊者の役目はしてくださいよ、と疫聞し

たうえで河川災害復11-1助成1り業としたのです

が、経過をみる限りではうちの(Kjiとなって

かられ千、交迎問題でトラプルがありました。

それもひとえに、忙しかったからだと忠tヽ ます。

奥田 こちらとしてぱ逍路―’lヴ業と同じ扱いで

対応してもらしヽた lヽと tヽ う話だったけれど

も、神）り11にしてみれば河川 ・jl'.業で1-11J,’1した

ものはやっばり河川1t業だと tヽう惑‘1‘とで対応

されたということでしょうね。

山田 急傾斜地の指定をする場合は、神）りI了

に地元の調整等の段取りをしていただき、県

がそれに枯づいて指定するというかたちをと

ってtヽ ました。 しかし、今11：りの特例措骰であ

る緊．氣急傾斜地崩壊対策•ll'.業につt ヽては神）「

市は勅けないと lヽ うことで、うちが指定のた

めの手続きをしていますよね。



＇ 
時間の経過とともに

混乱する住民への対応に追われる

奥田 河）1|に比べると砂防、急傾斜の施設災

,；序は、数は少なかったけれども、それなりに

苦労したことがあったようですね。

村山 ］月22日から切日にかけて、各都泊府

限からはコンサルタントや応援者が支援チー

ムとして被災地の聞究に来られました。その

ときに六中山を中心とする山も閲査されたの

ですが、その閲杏結来とこちらの閾在による

状況把拙とに多少のずれがありました。我々

の管轄は六巾山の一部区域ですが、山全体が

七砂災害というかたちで対応することになり

ました。当初、住民の反応はそれほどでもな

かったんですが、時間が経つにつれて土砂災

害に対する不安が生じ始めたんです。

安藤 六甲山が危険だと報泊されるなかで、

今忠えば、閲係者同士で意見交換の場があれ

ぱよかった忠し まヽす。六甲山に関しては、県

福原 大輔 藤本

の六甲治山が対応するのか、国のバ甲砂防t

9位li務所なのか、それともうちなのか。それ

ぞれの認識が少しずつ違 っていたようです

ね。

福原

安藤 真敏

4
カ
所
に
崩
壊
の
危
険
，

墨
が創

`^
•45?:
'c 

ら
云
“
C
4
a
.
t

市
hH”
ぃ嶋
”
9
Aぅ
“

刊

i, 

I
―
ゴ
●
'
!

s-ai＿，
朝

,．＿●●一し！

＃と
・fら

t
;
‘

、

t
"
•

新

雨
水
流
入
、
ひ
ぴ
割
れ
拡
大

"ii
-P

ー
を
っ
‘

―"
•

神

'！＂；
0
芦
負
欝

＂負ゃ`

ョ`↓蚤

A
曇

”
9
3
3しゃ
59.,

．
 

．
 

て
、
、
ま
＊
＇

g”.,．．．
 

;
-
•

日

,
a
I
<
:t2a.a
,
 

iomるak
胃円――
r,

↑
n-

1

；
！
！
！
‘-8-
月

一

2
 

;Itd9-i 年

~i
ti'州lt8

5

ー
・
一
●
5
'
,
9
;＇↑3
-

り

•
u
g
夕
.
F、

9
6
5
J
L
S

ヮ
．

7

、
!
;
；
3
-
q
!―
成平

i-B5ヽ
・胃ee
↑‘、
U

鼻
い

i・
・々

i

i

 

．
 

河川災害で困ったのは、被災箇所閲杜

の関係です。表面的には被古を受けていない

ように兄えるのですが、その実、ちょっとし

た余震でもあったら崩れるような状態なんで

す。 次潤介では異常が判明しなかった箇所

でも、時間をおいて余震の後に行ってみると

崩れてtヽ た、と tヽ うこともありました。それ

で 1カ所につ き最低2同は閑究に行くように

したため、時間がかかりましたね。

金崎 打野•Iり業所では「．務第 1 課、第 2 課の

北区のエリアを担当しており、笠理施設のす

べてを芯査しました。ところがそれらの一般

災に加えて、新たにヒ砂災害の対策として緊

急地すべり対策，_JJ棠や緊急急傾斜地崩壊対策

•JJ業が必疫となり、六甲山周辺のII 1!1駆の危険

箇所をパトロールすることになりました。

安藤 従米、 急傾斜地の •J—ば業というのぱ自然

の斜面だけが対采で、我々はそれを一生懸命

に爛査してきたわげですよね。民間の所有地

では伐が崩れて家も倒壊し、夕じ者も｛廿て＼ヽる

と t ヽうのに、その横の自然のii玖だけを札lf•に

していてtw のヽか。一時はジレンマに陥った

こともありましたね。その後、公の負担でど

こまで複1n1 :-1~ができるかと t ヽうことで出て

きたのが、今lnl限 りの符例桔誼である芯傾斜

地崩壊対策市業です。 まあ、採訳店準の合否

判定など難ししヽ部分も抱えてはtヽますが・・・。

私が宿直のときにも 「家の敷地が1Jiiれ

かかっており、 ドの住民に直すよう 言われて

いるが、個人では難しい。II'［してもらえると

|itlしヽ たのですが・・・」 という1む」しヽ合わせがあり

ました。この特例耕牧で曲かった人も多tヽと

忠いますよ。

金崎 ただ、宅地行政と巡って、ii!_;行政とし

て修復する場合にぱ安全なものにということ

でどうしても擁唸に勾配がつしヽてしまい、な

山田

． 



おかつ秤理輻も義務づけられるんです。その

関係で、本米は和＇［に近かった擁咽がそうで

はなくなり、宅地而禎も狭くなって家が建て

られなくなったということも出てきています。

地椛者との 1こ法油整に多大な労））とII寺1,'¥Iを貨

やしました，

西村 村山 元

大丸町3丁目の民間宅地擁但の崩壌
（神戸市長田区）

＇ 二次災害防止を最優先に

河川を閉塞する倒壊物を撤去

奥田 うちの・Ji:務所は近路行政がないので、

虚災直後の迎行止めなど初期対応を必要とす

るものは比較的少なくてすみました ，しかし、

秤轄地域が家）約の密集する人口密度の高い部

市部であるため、民家とのl父l係を含めて後を

引 くll'，l題は逆に多かったと ，可えますね。観iそ

汗川をはじめ火神川、贔羽川などの河川では

近接してtヽ た家足などの倒壊物が川をlJAl9倍し

ており、早急に業者に撒去作棠を委托しまし

た河J I I l*•l係はそのへんでの苦労もあったか

と忠いますc

福原 fj:lj壊物をそのままにしておくと、大雨

になれば水があふれる危険性があり、 二次災

，、F|リjLIこのためには収り除くしかなしヽんです，

持ち iての所在を聞べて J'解を糾る時間もない

ので、河川法22条により我々の判断でやむを

得ず櫛去しましたが、 「ひと ，iで も断りがあ

れば、必疫なものを取り出せたのに」 との苦

1¥＇tも確かに岱せられましたね。 また、倒れか

けた家がそのまま残っており、その 卜.の護IiJ

が壊れてtヽるというケースでは、どう復Il1エ
·J~7cをしたらし W ヽのか非常に頭が絲かった。 個

人で家展につっかい枠をしてもら tヽ ながら応

芯仮 l’・'liにかかるとしヽうのが多かったです、

山田 そうしヽう場合、 • 9|l 「一軒への対処にぱ

我々押Fll課をはじめ用地課、総務課の職Llが

技術系職いとペアを組んで紐に交渉に行

き、全9祈体制で臨むようにしました。



福原 応芯仮1可事については、皆さん直さな

いかんという気があるからスムーズにいくの

ですが、時問の経過とともに因果関係の問題

が出てきたりしてなかなか承諾してくれない

ケースもありました。でも、ほとんどは1i後

承諾でやったというのが正直なところです。

奥田 会下111I、ンネルでは、 内部の状況を閲

杏したところ、中央部で トンネルのアーチ部

と側唸部を構築しているレンガfttみにクラソ

クが発生していました。アーチ部では日が経

つにつれて垂れ下がり、落盤の危険性が出て

きた。支保エとコンクリート吹き付けで対応

したわけですが、支保エの加丁に 1週問かか

りました。この地域は会 F山断罰が通り、し

かも雨の多い時期だったので、 「もし落盤で

も起きたら大変なことになる」と本当に心配

でした。このような例は枚学にいとまがない

と思いますが、今回の震災復11::iを迎じて特に

感じたことはありませんか。

福原 今までに経験のない災害ということ

で、復IRこIこ法の選定には手IM]どり、国のJj

でも心配され査定の前には‘l団前濶査という

倒壌家屋が河道を閉塞

． 

ことで在定官が5回ほど米られました。現

地閲在に随行したわけですが、逍路は渋滞

し、濶杏予定箇所へ行くのに人唆泣'i労しま

しかまた、 ．任定宜が沢なっていたことも

あり、石柏みが全体的に移動して必込材に

空隙が生じた場合など、 1i1]0，悶査と代出時

で兄解が沢なってしまうケースもありまし

た。今回、総合単価の使用範囲が5,000万

円以下と拡大され河川 災害の提案には随分

と助かりました。

藤本 経験がないと言えば、 t県内から災害の

応援をいただくことはあっても、今lnlのよう

に県外から多くの応援職目を受け入れたのは

初めての経験です。執務スペースの確保から

はじまり、布合の手配のために不勁登屈を‘1,!

たったりと、受け人れ態勢も ーからでした。

その結采、七地勘のない応援の方に述）iの姫

路市内から屯中で通ってもらうことにもなり

ました。大変不使をかけましたが、それでも

夜遅くまで牡必没，il内に取り糾んでいただき

惑謝しています。

奥田 上木事務所の職Qとして、災古•とい

えば台風や梅雨前線など雨に起囚したもの

という固定観念があったように思います。

例えば、水害による場合は被災地域がその

河川水系に限定されますが、今l百lは10市

10町の全域に被害が及ぴ、対応には少なか

らず戸惑いがありました。 これを機に兵庫

県では防災，廿画を見直したところですが、

この政屯な体験を今後に生かすためには 1ご

木にI'll,!わる者一人ひとりが後旧、複典の記

録を心に刻み、語り継ぐ責務があるのでは

ないでしょうか。 災宵復lH、復興は、 1-~1 を

ぱじめ県内外の多くの方々のこ・支援、御助

)Jにより確実に進捗しております。 これに

対しましてはJ卓くお礼を中し上げます。
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